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静岡市静岡老人ホーム・静岡市救護所指定管理者業務仕様書 

 この仕様書は、静岡市静岡老人ホーム及び静岡市救護所指定管理者の業務の内容等を示す

もので、その要領は下記のとおりとする。 

記 

１ 施設の設置目的・運営方針 

（１）設置目的 

ア 静岡市静岡老人ホーム 

養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者（六十五歳の者であって

環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なもの）を

入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加

するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。 

イ 静岡市救護所 

生活保護法（昭和 25年 5月 4 日法律第 144 号）第 38 条第２項に定める救護施設と

して、身体上又は精神上著しい障害がある等で、独立して日常生活を営むことができ

ない要保護者を入所させ、生活扶助を行うことを目的とし、健全な生活環境を提供し、

適切な処遇により、入所者がその能力に相応しい状態において社会生活に適応できる

ように努める。 

（２）運営方針 

ア 静岡老人ホーム 

老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 20条の４に定める養護老人ホームとして、

65 歳以上のものであって、環境上の理由及び経済的な理由により、居宅において養護

を受けることが困難なものを入所させ養護することを目的とし、入所者の自立した日

常生活に資する支援と社会復帰の促進を図ることを目指す。 

 

イ 静岡市救護所 

   身体上又は精神上著しい障害がある等で、日常生活を営むことができない要保護者を

入所させ、生活扶助を行うことで、健全な生活環境を提供し、適切な処遇によって、社

会生活に適応できるように努める。 

    

   

（３）目標 

  ア 静岡市静岡老人ホーム 

    入所者満足度調査において、80％以上の満足度を目標とする。（参考：令和 6年度 

   の入所者満足度 97％） 

  イ 静岡市救護所 
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    入所率を年度平均 95%以上とする。（参考：令和 6 年度の入所率年度平均 95％） 

（４）管理運営に関する基本的な考え方 

    本施設の管理運営にあたっては、市の推進する施策と相乗効果を発揮する運営に努

めるとともに、併せて次の項目を遵守すること。 

  ア 公の施設であることを常に念頭に置いて公平な運営を行うこと。 

  イ 入所者の意見を管理運営に反映させ、サービス向上に努めること。 

  ウ 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。 

  エ 常に善良な管理者の注意をもって管理に努めること。 

  オ 予算の執行にあたって、事業計画書等に基づき適正かつ効率的な運営を行うこと。 

  カ ごみの節減、省エネルギー等環境に配慮した運営を行うこと。 

  キ 個人情報の保護を徹底すること。 

   

２ 指定管理業務の内容 

（１）指定管理業務を行う施設 

  ア 名  称  静岡市静岡老人ホーム・静岡市救護所 

  イ 所 在 地  静岡市葵区吉津 1905 番地 

  ウ 規  模  鉄筋コンクリート造 ２階建 一部平屋建 

（ア）敷地面積 14670.17 ㎡ 

（静岡市静岡老人ホーム 9782.48 ㎡、静岡市救護所 4887.69 ㎡） 

  （イ）延床面積 7043.31 ㎡ 

（静岡老人ホーム 4977.44 ㎡、静岡市救護所 2065.87 ㎡） 

（ウ）定  員 静岡市静岡老人ホーム 120 人、静岡市救護所 50 人 

ただし、静岡市静岡老人ホームは利用定員※を 88人とする。 

※利用定員・・・指定管理料を積算するうえで基準とする人数 

  エ 施設種別  養護老人ホーム・救護施設 

オ 建築時期  静岡市静岡老人ホーム：昭和 24年８月（平成 12 年 10 月改築） 

静岡市救護所：昭和 25年５月（平成 13年９月改築） 

（２）指定管理者が直接行う業務 

   管理運営業務に当たっては、円滑に実施できるよう管理運営規程を作成し、それに基

づき適切に運営計画を定めて実施すること。また、施設の設置目的を達成するための主

要な業務は、指定管理者が直接実施することを原則とし、その全部又は一部を第三者に

委託し、又は請け負わせてはならない。 

   ただし、主要業務が多岐にわたり、指定管理者のみでは実施が困難であると認められ

る場合など、事前に市に承認を得た場合に限り、当該業務を直接実施することができる

専門業者等に主要業務の一部を委託することができる。 

   委託に当たっては市の例に準じ、指定管理者と受託者の責任を明確化するとともに、
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公正で透明な手続により実施しなければならない。委託業者を選定する際は、市内業者

の優先的な選定、官公需適格組合を含む中小企業者の受注機会の増大について可能な限

り配慮されたい。 

   また、第三者からの再委託はできない。 

  ア 入所者に関する業務 

（ア）健康管理及び健康増進、療養看護に関すること。 

  ａ 入所者には年２回以上の医師による定期健康診断を行い、これに関する記録を

保持し、またその他必要に応じて臨時に健康診断を行うこと。また病弱者等につ

いては、週に１回、緊急の場合はその都度医師の診療を受けさせること。 

  ｂ 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講ず

ること。 

  ｃ 入所者のための健康増進事業を実施すること。 

  ｄ 介護予防のためのリハビリ体操等を行うこと。 

  ｅ 施設において診療及び看護を行うことが困難であると認められる場合は、適当

な医療機関に入院又は通院させること。なお、被保護者については、保護の実施

機関に連絡の上、医療扶助の適用を受ける手続きをとること。 

 （イ）保健衛生に関すること。 

ａ 入所者の使用する食器その他設備及び飲用に供する水について、衛生上必要な

措置を講ずるとともに、医薬品、衛生資材及び医療器具等の適正な管理を行うこ

と。 

ｂ 施設内を清潔に保ち随時消毒するとともに、そ族こん虫の駆除及び年２回以上

の大掃除を行うこと。 

ｃ 施設内の保健衛生維持のため常に保健所と連携を図ること。また感染症等につ

いては、国から発出される通知等に基づき、その発生及び蔓延を防止するための

措置を適切に講じること。 

ｄ 入所者に対し、１週間に２回以上入浴又は清拭を行う、月に１回以上理髪を行

うなど、入所者の保健衛生には常に注意し、身体、衣料及び居室内外の清掃又は

整頓に努めること。 

  （ウ）嘱託医師及び関係医療機関との連絡調整に関すること。 

    ａ 指定の医療機関へ送迎すること。 

    ｂ 入院治療を要する入所者のために、あらかじめ協力病院等を定めておくこと。 

    ｃ 嘱託医（月１回以上の診察）を置くこと。 

  （エ）処遇計画（方針）に関すること。 

    ａ 入所者の年齢、性別、性格、生活歴及び心身の健康状態を考慮して個別的な処

遇計画（方針）を定めること。 

    ｂ 処遇計画（方針）に基づく指導結果は、入所者の保護の経過指導票等に記録す



4 
 

ること。 

    ｃ 面接相談を毎月１回以上行うこと。ただし、身上又は処遇上の問題について入

所者から申出があったときは、その都度面接相談に応じること。 

  （オ）生活に関すること。 

    ａ 常に保護又は措置の実施機関と連携を保ち、必要な措置を講じること。また、

いたずらに入所者を強制し、自由を拘束することのないように配慮すること。 

    ｂ 入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の衰

退を防止するための訓練等に参加する機会を与えること。 

    ｃ 原則入所者に対して作業を課さないこと。ただし、入所者の希望を受け施設長

がその者の健康保持又は処遇上適当と認めた場合は、この限りではない。なお、

入所者の作業により収益を得た場合は、純利益の全額を作業実績及び作業難度に

応じて当該入所者へ配分すること。 

    ｄ 生活指導員・医師・看護師等は、連携して個別的又は集団的な指導を行い、入

所者が生活への意欲と自信を持ち社会生活に復帰できるよう援助すること。 

    ｅ 入所者の教養及び娯楽のため、新聞、雑誌、テレビ、ラジオその他教養娯楽設

備を備え、利用させるとともに、レクリエーション等を適宜実施すること。また

入所者より教養講座開設の要望がある場合は、積極的に教養講座やクラブ活動の

開設に努めること。 

    ｆ 入所者あての郵便や通知及び電話等の取次ぎに関すること。 

    ｇ 入所者同士のけんか、口論等の仲裁に関すること。 

    ｈ 借金の取り立てへの対応に関すること。 

    ｉ 入所者に関する各種手続きの代行に関すること。 

    ｊ 病院の入退院の手続き（書類作成、保証金・入院費の支払い、入退院時に保護

実施機関への報告等）に関すること。 

  （カ）日用品及び日常生活扶助費等に関すること。 

    ａ 入所者が共用する石鹸等の生活必需品は予算の範囲内で支給すること。 

ｂ 入所者の生活向上のため日常生活扶助費を支給し、入所者の口座へ入金するこ

と。 

ｃ 預り金品については、金銭管理規程を定め、適切に管理すること。管理業務は

列挙のとおり。 

 （ａ）入出金等の記録 

 （ｂ）預金口座の管理 

 （ｃ）小口現金の保管や払戻し  

（ｄ）支給金、給付金の入金 

（ｅ）医療費等費用負担金の支払い  

（ｆ）入所者の依頼に基づき物品を購入し、その代金を預り金より支払うこと。 
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 （キ）給食に関すること。 

施設の厨房設備を使用し食事の提供をすることとし、調理業務の全部を他の業者

に再委託する場合は、事前に市と協議し、許可を得ることとする。また、給食の提

供にあたって使用する消耗品及び備品について既存のものは指定管理者に引き継

ぐが、今後必要なものは指定管理者が必要に応じて手配することとする。 

    ａ 食品の種類及び調理方法については、入所者の身体的特性に適合した栄養素が

確保されるよう配慮し、また常に入所者の身体的状況及び嗜好の把握に努め、こ

れらを十分に考慮して行うこと。 

    ｂ 老人栄養を基礎とした献立表を作成し、食品名、熱量及び栄養を明らかにする

こと。また味覚及び衛生の見地から検査を行い、集団食中毒発生の場合に備えて

検食を２週間以上保存すること。 

    ｃ 検食者を決め、入所者の食事開始 30 分前に検食を行い、味、量及び色合いを

記録すること。 

    ｄ 残食の量及び種類を記録し、献立作成に活用すること。 

    ｅ 給食従事者の衛生管理点検を実施し、記録すること。また毎月給食従事者は検

便を行うこと。 

    ｆ 食品の保管設備を常に適温に保つこと（冷蔵庫５℃以下、冷凍庫‐20℃以下）。 

    ｇ 入所者の誤嚥に備え、機械器具を常備し、職員は緊急時に備え訓練を行うこと。 

（ク）介助、介護に関すること。 

  ａ 入浴、食事又は通院等の際、介助が必要な入所者に対して適宜介助を行うこと。 

  ｂ 要支援・要介護者の入所者に対し、サービス利用に関する情報を提供すること。

またサービス利用に際し、サービスを提供する者と連携をすること。 

（ケ）苦情対応に関すること。 

  ａ 苦情相談業務実施にあたっての要綱等を定め、苦情解決体制を確立すること。 

  ｂ 苦情受付箱の設置及び管理に関すること。 

  ｃ 入所者からの苦情があった場合、迅速かつ適切な処理を行うこと。 

  ｄ 第三者委員会を設置すること。 

   ｅ 苦情相談事業については、毎年度の事業報告書により報告すること。 

（コ）身体拘束に関すること。 

入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行わないこと。緊急やむを得

ず身体拘束等を行う場合は必ず施設長の許可を得て行い、その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

イ 利用手続きに関すること。 

 （ア）入退所等に関すること。 

    ａ 入退所措置に関する書類の受領、作成、提出、それに伴う関係事務を行うこと。 
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    ｂ 入所時の携行物品の保管又は居室の指定に関すること。 

    ｃ 身元保証人及び措置実施機関の立会いの下、記録を添付して預り金の引き渡し

の手続きを行うこと。 

    ｄ 遺留金品に関する書類の受領及び提出に関すること。 

    ｅ 入退院又は停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、被措置者状況変更

届などにより、速やかに措置又は保護の実施機関へ報告すること。 

 （イ）費用徴収に関すること。 

    ａ 入所者のうち、法の規定による保護費又は保護施設事務費の全額又は一部を自

己負担する者の費用を徴収すること。 

    ｂ 一時入所者の利用料を徴収すること。 

 （ウ）身上調査に関すること。 

    ａ 措置期間の判定資料に基づいた入所希望者及び身元保証人の面接に関するこ

と。 

    ｂ 入所判定資料等により、入所希望者や身元保証人等に面接を行い、緊急時にお

ける対応について確認しておくこと。 

  （エ）台帳整備に関すること。 

  （オ）葬祭に関すること。 

     家族及び身元保証人等がいない又は遺体を引き取らない場合は、保護又は措置の

実施機関と協議（遺留金品の取扱いを含む。）の上、葬祭を行い、その場合によっ

ては保護又は措置の実施機関に引き渡すこと。 

  （カ）入所希望者への対応に関すること 

     新たな入所希望者に対し、老人ホームの設置目的、運営方針、日課その他必要な

事項を説明し、施設を案内すること。 

ウ 施設の管理運営に関する業務 

（ア）従事者の名簿を市に届けるものとし、その者に異動があった場合も同様とする。 

（イ）従事者は指定する制服、名札等を着用すること。 

（ウ）従事者が、負傷、疾病その他の理由により業務遂行に支障がある場合は、交換要

員を確保し、業務に従事すること。 

（エ）従事者の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を遵守し、適切に人員

を配置すること。 

（オ）従事者に必要な健康診断を行うこと。 

（カ）施設内における入所に関する連絡調整 

エ 施設の維持管理に関する業務 

（ア）医薬品、衛生資材及び医療機械器具の衛生的な維持管理 

（イ）設備・機器等の法定点検及び定期点検の実施に関する業務 

（ウ）施設の維持管理に必要な簡易補修の実施 
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（エ）施設内の定期的な清掃等による保健衛生の維持及び感染症等の予防 

（オ）食品衛生に関する業務 

オ 非常災害対策等の安全管理に関する業務 

（ア）災害対策計画等の策定に関すること 

  ａ 非常災害又は急迫の事態が発生した場合の処置について、あらかじめ対策を立

て、かつ随時入所者の避難救出等の訓練を行い、事故の防止に努めること。 

  ｂ 非常災害その他緊急の事態に備えて必要な設備を設け、防災及び避難に関する

計画（消防計画）を作成すること。 

（イ）火災防止のため、炊事、暖房、喫煙等の火気の使用及び取り締まりについて、必

要な事項を定めること。 

（ウ）毎月１回以上、地震又は火災発生を想定した避難誘導訓練（年１回以上、夜間訓

練を実施）、研修等の防災訓練を行い、実施内容を記録すること。 

  （エ）年２回総合防災訓練（避難誘導訓練・消防訓練・非常食の炊き出し）を実施する

こと。 

  （オ）地域防災訓練などの連絡調整 

  （カ）入所者の非常持出品の点検を定期的に行うこと。 

  （記）非常食の在庫量を定期的に確認すること。 

  カ 事故等発生時の処理に関する業務 

次に掲げる事故が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり警察署、消防署その

他保護又は措置の実施機関等へ連絡すること。 

  （ア）施設内に火災が発生した場合 

  （イ）地震又は突発的な事故により災害が発生した場合 

  （ウ）施設内で事故が発生した場合 

キ 福祉事業に関する業務 

（ア）春秋の彼岸供養祭及び盆供養祭の実施 

（イ）施設内における出張販売に関する業務 

（ウ）相談支援事業に関すること。 

（エ）施設実習に関すること。 

（オ）他の施設等との交流事業 

ク その他施設等の維持管理に必要な業務 

（３）第三者に委託することができる業務 

   次に掲げる業務については、第三者に委託することができる。 

委託にあたっては市の例に準じ、指定管理者と受託者の責任を明確化するとともに、

公正で透明な手続により実施しなければならない。委託業務者を選定する際は、市内業

者の優先的な選定、官公需適格組合を含む中小企業者の受注機会の増大について可能な

限り配慮されたい。 
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また、第三者からの再委託はできない。 

ア 施設等警備業務（機械警備業務） 

イ 定期清掃業務 

  ウ 衛生設備保守業務 

 エ 自動扉開閉装置保守点検業務 

 オ 自家用電気工作物保安管理業務 

 カ 害虫防除業務 

  キ 空調設備機器保守点検業務 

  ク 消防設備保守点検業務 

ケ エレベーター保守点検業務 

コ 合併処理浄化槽保守点検業務 

サ 特殊建築物等（建築物・建築設備）定期点検業務 
シ 樹木維持管理業務 

ス ゴミ処理業務 

セ 入所者の定期健康診断業務 

ソ 給茶機保守点検業務 

タ 地下タンク及び地下埋設管法定点検業務 

チ 厨房設備保守点検業務 

ツ 寝具洗濯業務 

テ コンピューター保守点検業務 

（４）入所者満足度調査の実施（静岡老人ホームの入所者に限る。） 

アンケート等を年度ごとに実施し、入所者の意見や苦情等を聴取し、管理運営に反映

するとともに、その結果を事業報告（年度報告）の中で報告すること。 
（５）指定管理者による自己評価 
   年度終了後１か月以内に、市が行う年度評価と同様の方法により、当該年度の指定管

理業務について自己評価を行い、次年度以降の指定管理業務の改善を図るとともに、そ

の結果を事業報告（年度報告）の中で報告すること。 
（６）定期報告 

次の事項について、毎月終了後、協定書で定める日までに報告すること。 
ア 施設利用状況（入所者数、入退院者数、一時入所者数、職員異動状況、防災訓練実

施状況など） 
イ その他、指定管理業務の適切な実施を確認するために必要な事項 

（７）修繕の実施状況に関する協議 
   修繕業務の実施に当たっては、年度末に報告する。その際は、修繕の実施結果が分か

る資料（実施個所の写真や実施金額を明記した資料など（様式は任意））を提出するこ

と。 
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（８）事業報告（年度報告） 
   毎年度終了後、１か月以内に以下の内容を添付した事業報告書を提出すること。 
  ア 管理業務の実施状況（事業計画との比較） 
  イ 施設の利用状況（利用人員、目標との比較、利用拒否等の件数・理由等） 
  ウ 指定管理業務収支状況報告書 

  エ 財務諸表 

  オ 入所者からの意見・要望及び苦情の内容と対応状況 

  カ 入所者満足度調査の実施状況と考察（静岡老人ホームの入所者に限る。） 

  キ 自己評価の結果 

  ク 施設・設備の定期点検や第三者に委託した業務の実施状況 

（９）次年度以降の事業計画書等の提出 

   毎年度、市と調整を図った上で、次年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、市に

提出するものとする。 

（10）障害者差別解消法への対応 

公の施設の管理運営を行うことに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（平成 25年法律第 65 号）第８条第２項に定める障害者への合理的配慮の提供につ

いては、、別紙「静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」

及び「障がいのある人への配慮マニュアル」に基づき、対応すること。 

（11）暴力団排除条例への対応 

暴力団の利益になる利用や不当な行為を受けたときは、「静岡市暴力団排除条例運用

の手引」に基づき対応を行うこと。 
（12）マニュアルの整備 

   施設を安全に管理し、指定管理業務を適切に実施するため、市と協議を行い、事務処

理マニュアル及び危機管理マニュアルを作成するものとする。 
（13）その他指定管理者が行わなければならない業務 

   事故や災害発生のように緊急な事項や、指定管理者と金融機関の取引停止、指定管理

者の法人格の変更に関わる事項など、指定管理の継続に影響がある事項については随時

報告を行うこと。 

３ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和 13年３月 31 日まで ５年間 

  この期間は、静岡市議会での議決により決定する。 

４ 管理の基準等 

（１）施設の利用に関する事項 

ア 静岡市静岡老人ホーム 

    老人福祉法に基づき、市が入所の判断を行う。 

  イ 静岡市救護所 
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 （ア）一般入所について 

   生活保護法に基づき、入所の委託を受けた場合は、入所の諾否を決定し、当該保護

の実施機関に通知する。 

（イ）一時入所について 

  市が一時入所の判断を行う。 

ａ 対象者 

一時入所の対象者は次のいずれかに該当するものとする。 

    （ａ）居宅で生活する精神障害者等であって、一時的に精神状態が不安定になる等

の理由により、居宅生活が困難になる者 

    （ｂ）精神科病院入院患者又は退院患者であって、退院に向けた体験利用や訓練の

ため一時的に保護施設に入所することが適当な者 

    （ｃ）その他、保護の実施機関が特に一時入所の必要があると認めた者 

ｂ 利用期間 

      一時入所の利用期間は、原則７日間を限度とする。ただし、保護の実施機関が

必要と認めるときは、合計の利用期間が１ヶ月を超えない範囲で延長する事が出

来る。 

ｃ 利用決定等 

      一時入所の決定等は以下のとおり行なうものとする。ただし、緊急的に一時入

所する場合であって、事前に手続きを行うことが困難な場合については、この限

りではない。 

ｄ 保護の実施機関は、一時入所を必要とする可能性がある者（対象者）について、

あらかじめ本人、施設、医療機関その他関係機関との間で、一時入所を必要とす

る場合等の対応について協議・調整を図っておくものとする。 

ｅ 対象者が一時入所を希望する場合、保護の実施機関に連絡するものとし、保護

の実施機関は施設等との調整の上、利用の可否を決定するものとする。また、利

用決定を行った場合は、速やかに入所者及び施設等に連絡を行うものとする。 

ｆ 利用を終了する場合には、静岡市救護所は保護の実施機関及び市本庁課に対し、

利用の終了及び利用の状況等について報告を行うこと。 

ｇ 利用料 

一時入所時の食費等実費相当額について定めること。 

（２）遵守すべき事項 

指定管理業務の実施にあたっては、以下の法令等を遵守し、施設の適正な管理運営に

努めること。 

ア 地方自治法（昭和 22年法律第 67 号） 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号） 

ウ 老人福祉法（昭和 38年法律第 133 号） 



11 
 

エ 老人福祉法施行令（昭和 38 年政令第 247 号） 

オ 老人福祉法施行規則（昭和 38年厚生省令第 28 号） 

カ 生活保護法（昭和 25年法律第 144 号） 

キ 生活保護法施行令（昭和 25 年政令第 148 号） 

ク 生活保護法施行規則（昭和 25年厚生省令第 21 号） 

ケ 社会福祉法（昭和 26年法律第 45 号） 

コ 静岡市養護老人ホーム条例（平成 15 年条例第 142 号） 

サ 静岡市養護老人ホーム条例施行規則（平成 17年規則第 155 号） 

シ 静岡市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年条例

第７号） 

ス 静岡市救護所条例（平成 15 年条例第 137 号） 

セ 静岡市救護所管理規則（平成 15 年規則第 90号） 

ソ 静岡市個人情報保護条例（平成 17年条例第９号） 

タ 静岡市個人情報保護条例施行規則（平成 17年規則第 167 号） 

チ レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針について（平成 15

年厚生労働省告示第 264 号） 

ツ 公衆浴場法（昭和 23年法律第 139 号） 

テ 公衆浴場法施行細則（昭和 23年厚生省令第 27 号） 

ト 静岡市公衆浴場法施行条例（平成 24 年条例第 85号） 

ナ 静岡市公衆浴場法等の施行に関する規則（平成 15年規則第 144 号） 

ニ 食品衛生法（昭和 22年法律第 233 号） 

ヌ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）

ほか労働関連法規 

ネ 建築基準法（昭和 25法律第 201 号）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、電気事業

法（昭和 39 年法律第 170 号）その他の建物及び設備の管理に関する法令等 

ノ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 64 号） 

ハ その他業務を遂行する上で関連する法令 

（３）文書の管理及び保存 

   指定管理業務の実施にあたり、施設ごとに次に掲げる帳簿等を備え、施設の適正な管

理運営に努めること。また作成又は取得した文書等は、市の文書事務に関する諸規程に

基づいて、別途文書管理に関する規程等を定め、適正に管理及び保存する。 

  ア 管理に関する帳簿 

  （ア）業務日誌 

  （イ）施設運営に必要な諸規程 

  （ウ）年間事業計画及び事業実施状況表 

  （エ）職員に関する書類 



12 
 

  （オ）設備、備品及び器材等に関する書類 

（カ）施設における事故に関する記録 

  （キ）その他管理に必要と思われる帳簿及び書類等 

  イ 入所者に関する書類 

  （ア）入所者等に関する名簿 

  （イ）入所者身上調査書 

  （ウ）保護の経過指導票など入所者の処遇に関する記録 

  （エ）入所者の給食に関する記録 

  （オ）入所者の健康管理に関する記録 

  （カ）入所者の生活指導に関する記録 

  （キ）入所者からの苦情に関する記録 

  （ク）緊急やむを得ない身体拘束等に関する記録 

  （ケ）その他必要と思われる書類等 

  ウ 会計経理に関する帳簿 

  （ア）収支予算、収支決算に関する帳簿及び書類 

  （イ）金銭の出納に関する帳簿及び書類 

  （ウ）物品、医薬品、医療器材等の受払に関する帳簿及び書類 

  （エ）資金に関する帳簿及び書類 

  （オ）その他必要と思われる書類等 

  エ その他管理運営業務に必要と思われる帳簿及び書類等 

（４）個人情報の取扱い 

   個人情報の取扱いについては、別紙４「個人情報の保護に関する取扱仕様書」に従っ

て十分注意すること。 

（５）情報公開 

指定管理業務を行うに当たり作成又は取得した文書等で、指定管理者が管理している

ものの公開は、別途情報公開規定等を定めるなど適切な情報公開に努めること。 

なお、収支状況報告書等の市に提出された文書については、指定管理者のノウハウ等

であって、公にすることにより当該団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれのあるものを除き、公開する場合がある。 

（６）施設管理におけるリスク分担 

   市と指定管理者のリスク分担は、「市と指定管理者のリスク分担表」（別表）のとおり

とする。ただし、表で定める事項で疑義のある場合又は当該分担表に定めのない事項に

ついては、市と指定管理者が協議の上、決定することとする。 

（７）災害時におけるリスク分担 

  ア 大規模災害時以外の災害時の災害時のリスク分担、役割等 

    協定書締結の際に市と指定管理者とで協議し、確認した内容を事業計画書に記載す
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ること。 

  イ 大規模災害時のリスク分担、役割等 

    施設には地震・風水害等の大規模災害発生時において、福祉避難所として極めて重

要な役割を担うことが想定されており、静岡市地域防災計画に位置付けられているた

め、別に締結する協定に基づき適切な対応を行うこと。 

当該施設は静岡市地域防災計画において災害時の使用内容（避難所等）として位置

付けられているため、別添ひな形により「福祉避難所の設置運営に関する協定」を締

結する必要がある。また、協定締結後は「指定管理者災害対応の手引－指定管理者制

度導入施設避難場所等災害対応マニュアル ひな型－」を参考に大規模災害時等の協

力体制についてマニュアル等を整備するよう努めること。 

  ウ 指定管理者は、災害時の状況により、地域防災計画に定めのない事項について静岡

市から協力を求められた場合は、それに協力するよう努める義務を負うものとする。 

（８）賠償責任と保険の加入 

指定管理業務の実施に当たり、市の責任に帰すべき理由による事故により第三者に与

えた損害については、施設の設置者である市が賠償責任を負うが、指定管理者が行う管

理に起因する事故により第三者に与えた損害については、指定管理者が賠償責任を負う。 

このいずれの理由にもよらない事故により第三者に与えた損害については、その賠償

責任について、両者で協議することとする。 

また、指定管理者に起因する火災等による施設の損壊についても、市は、指定管理者

に対して損害賠償を請求することができる。（建物総合損害保険については市が加入す

る。） 

指定管理業務を行うに当たり、自らのリスクに対し、必要かつ適切な範囲で保険等に

加入すること。 

最低限度として次に掲げる保険に加入すること。 

ア 施設賠償責任保険 

イ 介護保険・社会福祉事業者総合保険 

（ア）対人賠償・対物賠償 

  （イ）管理財物(入所者・他人から預かった物財の損壊・紛失・盗難等に係る賠償責任

の補償) 

ウ 人格権侵害(入所者に対する自由の拘束やプライバシー侵害等による賠償責任の補償) 

エ 事故対応費用(業務上の事故に起因し、支出した必要または有益な費用の補償) 

オ 対人見舞費用(身体事故が発生し、賠償責任が生じない場合の見舞金費用) 

（９）備品 

   ア 施設備品 

当該施設に必要不可欠な備品（施設備品）については市が用意する。市は、別紙「静

岡市静岡老人ホーム備品リスト」「静岡市救護所備品リスト」に記載のものを、無償に
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て貸与する。この場合、当該備品の所有権は市に帰属するため、備品台帳等による管理

を徹底するなど、静岡市物品管理規則（平成 15 年規則第 51号）等に基づき適正な管理

に努めるとともに、指定期間が終了したときは、原状回復し、市に返却すること。また、

市の備品に破損、不具合等が生じた場合は、速やかに市へ報告すること。 

施設備品について、新たな備品の購入や、経年劣化等により更新の必要が生じた場合

は、予算の定める範囲において、市が必要と認めた場合に市が整備する。 

また、市と協議の上、指定管理者の負担で施設備品の更新や購入を行うことも可能と

する。この場合、当該備品の所有権は指定管理者に帰属するが、市との協議により市へ

所有権を移転することを妨げない。 

イ 事務用備品 

当該施設の管理運営業務の遂行に当たり必要とする備品（事務用備品）については、

指定管理者が費用を負担する。この場合、当該備品の所有権は指定管理者に帰属するが、

市との協議により市に所有権を移転することを妨げない。 

  ウ 備品の適切な管理 

   備品の管理にあたっては、市の備品と指定管理者の備品が混同しないよう、備品シー

ルを貼付するなどして適切に管理を行うこと。指定管理者の備品についても、備品台帳

等による管理を行うなど、市の備品に準じた管理を行うよう努めること。 

   なお、施設修繕の必要が生じた場合は、事前に市と協議するものとする。 

（10）新型コロナウイルスその他新たな感染症への対応 

施設の管理運営やイベント等の開催に当たっては、国、静岡県、静岡市から示された

新型コロナウイルスその他新たな感染症に係る対応方針等に基づき、市と協議の上、必

要な対策等を講じること。 

なお、全国的なイベント等については別途定める「全国的なイベント等の相談への施

設管理者としての対応について」により対応すること。 

５ 管理体制（組織） 

（１）資格等 

  ア 静岡市静岡老人ホームの長又は静岡市救護所の長（以下「施設長」） 

社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 19 条第１項の各号のいずれかに該当する

者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有す

ると認められる者であること。 

  イ 生活相談員 

社会福祉法第 19 条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力

を有すると認められる者であること。 

ウ 防火管理者 

指定管理者は、各施設に１人以上、管理的・監督的な地位にあり、防火管理等の知

識や資格を有する甲種防火管理者を配置する。 
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（２）人員 

静岡市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、静岡市救護所管理規

則及びその他関連通知を遵守し、適正な人員配置を行うこと。また、このうち１人は甲種

防火管理者の資格を有していること。 

配置人員 静岡市静岡老人ホーム 静岡市救護所 

施設長（※） １人 １人 

事務員（※） ２人 １人 

主任生活相談員 １人 ― 

生活相談員 ２人 １人 

介護職員 ― ９人 

主任支援員 １人 ― 

支援員 ５人 ― 

看護職員 １人 １人 

栄養士又は管理栄養

士（※） 

１人 １人 

調理員（非常勤可）

（※） 

４人 ４人 

医師（非常勤可）（※） １人 １人 

【備考１】 

配置基準について 

「老人福祉法第 11 条の規定による措置

事務の実施に係る指針」における利用定

員 88 人に対する配置 

「静岡市救護所管理規則第

６条」における配置 

【備考２】 

（※）について 

同一施設内に設置されている他の社会福祉施設に兼ねて勤務する場合

であって、兼務によっても入所者の処遇に支障をきたさない場合、兼務

を認める。また兼務を必要とする際は、市にその旨の報告を行うこと。 

（３）非常時の体制 

   自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合等あらゆる緊急事

態、非常事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じたうえ、市をはじめ関係機

関に通報すること。 

ア 危機管理マニュアルの作成 

火災や地震、事務事故等の非常時における危機管理体制を整備するため、市と協議

のうえ、危機管理マニュアルを作成する。 

イ 防火管理者の責務 

 防火管理者は、管理権限者（静岡市長）から選任される。 

（ア）消防計画の作成、見直し及び変更に関すること 

（イ）避難施設等に置かれた物を除去すること 

（ウ）避難又は防災上必要な構造及び設備の維持管理に関すること 
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（エ）消火、通報及び避難訓練の実施に関すること 

（オ）消防用設備等の点検及び整備の実施に関すること 

（カ）不適切な工事に対する中断、器具の使用停止及び危険物の持ち込みの制限に関す

ること 

（キ）収容人員の適正な管理に関すること 

（ク）防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること 

（ケ）その他防火管理者の業務を遂行するために必要なこと 

ウ 防火管理者の義務 

防火管理者は、次に掲げる業務を実施し、かつ、当該内容について十分な知識を有

すること。 

（ア）消防計画の作成、見直し及び変更に関すること。 

（イ）避難施設等の管理に関すること。 

（ウ）消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。 

（エ）消防用設備等の点検及び整備の実施に関すること。 

（オ）火器の使用等危険な行為の監督に関すること。 

（カ）収容人員の適正な管理に関すること。 

（キ）防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること。 

（ク）その他防火管理者として行うべき業務に関すること。 

エ ＡＥＤの研修会 

 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の操作方法習得のため、定期的に施設職員に対する

研修を実施すること。 

（４）その他 
ア 事業計画書への明示 

従事予定者や採用計画とともに、どのような業務をどのような体制で実施するのかを 
事業計画書に明示すること。 

  イ 入所者数の実績 
 （静岡老人ホーム）                    （人）（毎年度末時点） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
入所者数 76人 67 人 73 人 

（救護所） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

入所者数 48 人 47 人 47 人 

 

 

６ 指定管理経費 

（１）指定管理料の上限額 
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   指定管理料の上限額は次のとおりであり、申請者はこの範囲内で提案すること。ただ

し、上限額は予算の議決により変更となる可能性がある。 

   378,350 千円  

（静岡老人ホーム分 241,827 千円、静岡市救護所分 136,523 千円） 

（２）積算経費 

ア 静岡市静岡老人ホーム 
静岡市静岡老人ホームの指定管理料の積算経費については、「措置事務の実施に係

る指針」に定められた事務費及び生活費に普通交付税の算定における養護老人ホーム

被措置者１人当たり単価の伸び率を乗じて単価を算定し、その単価に利用定員を乗じ

て算定した。ただし、事務費のうち施設機能強化推進費は各月の初日の入所者数によ

り、生活費については月の途中で措置を開始し、又は廃止若しくは入院した場合（入

院日用品費の算定含む。）は、当該月の実措置日数により算定するものとする。 
イ 静岡市救護所 

静岡市救護所の指定管理料については、厚生労働省の定める生活保護法による保護

施設事務費及び委託事務費の支弁基準額により算定する保護施設事務費相当分とす

る。 

（３）指定管理者の収入 

   市からの指定管理料及び本人支払額（静岡市救護所のみ）とする。 

（４）直近３年間の収支決算額 

   ≪参考：指定管理業務に係る直近３年間の収支決算額≫ 

   ア 指定管理業務に係る支出 

（千円） 

静岡市静岡老人ホーム 令和 4年度 令和 5年度 令和６年度 

事務費 160,226 163,036 166,511 

生活費 54,767 48,475 48,423 

合計 214,993 211,511 214,934 

（千円） 

静岡市救護所 令和 4年度 令和 5年度 令和６年度 

人件費 104,815 106,687 106,267 

事業費 39,552 37,434 36,567 

事務費 7,867 8,317 8,286 

合計 152,234 152,438 151,120 

   イ 指定管理業務に係る収入 

（千円） 

静岡市静岡老人ホーム 令和 4年度 令和 5年度 令和６年度 

指定管理料 214,933 211,511 214,934 
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（千円） 

静岡市救護所 令和 4年度 令和 5年度 令和６年度 

受託事業収入 115,757 115,708 121,660 

利用者負担金収入 29,881 33,150 31,706 

生活保護日用品費収入 14,613 15,169 16,452 

その他 473 745 1,098 

合計 160,724 164,772 170,916 

 

（５）支払方法 

   指定管理料は概算払いとし、年１回の支払いとする。 

   また生活保護法の規定により支弁すべき費用の支払いについては法の定めに従い支

払うものとする。 

（６）精算方法 

  ア 静岡市静岡老人ホーム 
指定管理者は、「６（２）積算方法」に定められた事務費及び生活費を利用定員に

乗じて算定した老人保護措置費相当額の事務費のうち、施設機能強化推進費及び生活

費を毎月積算し、その合計額と指定管理料との差額について年度末に精算するものと

する。 

   

 
イ 静岡市救護所 

入所者の措置状況の変更等に応じて本人支払額に変更が生じる場合は、月末をもっ

て当月分の精算を行い、その差額を翌月分の指定管理料にて調整する（年度末につい

ては、３月精算分の差額のみ翌月に精算する）。また、厚生労働省の定める生活保護

法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準が変更した場合は、改正後の施設

事務費支弁基準額により、当該年度の初日に遡及して改めて算定し、そこで生じる差

額についても、上記と同様に当該年度中の指定管理料において調整する。 

民間施設給与等改善費については、昭和 46 年７月 16 日社庶第 121 号厚生省社会局  

長、児童家庭局長通知「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について」（別紙）

第二「地方公共団体が設置した施設の経営を事業団以外の社会福祉法人に委託する場

合の基準」を満たす社会福祉法人に設定する。 

   

（７）指定管理業務を対象とした国庫補助金等の取扱い 

   指定管理業務の実施にあたり、指定管理者が受けることのできる国や地方公共団体、

独立行政法人等の補助制度があるときは、これを積極的に活用すること。 

   ただし、指定管理業務を対象として国庫補助金等の交付を受けた場合は、同一の業務
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に対して指定管理料と国庫補助金等の両方が重複して収入されることになるため、政策

等の手続が必要となる場合がある。 

   したがって、国庫補助金等の申請を行う際は必ず事前に報告し、その取扱い方法につ

いて協議を行うこと。 

７ その他 

（１）事務引継ぎ 

   指定期間が終了又は指定取消しにより、新しい指定管理者に業務を引き継ぐ際は、次

の指定管理者の候補が円滑に指定管理業務を実施することができるよう、必ず引継ぎを

行わなければならない。 

また、初回の引継ぎでは、市が立ち会った上で引継ぎの日程や方法、項目を決定する

ものとする。 

なお、引継ぎに係る経費は候補者が負担するが、市議会で指定管理者の指定議案が否

決された場合には、それまでに負担した準備経費等は補償しない。 

（２）文書引継ぎ 

   指定管理者が指定管理業務を実施する上で作成した文書、収集した文書については市

に引き継ぐものとする。 

なお、市は必要に応じて次期の指定管理者に当該文書を引き継ぐ。 

（３）目的外使用許可 

電柱等の設備の設置許可については、指定管理者の業務範囲外であるため、市が行政

財産の目的外使用許可等を行い、使用料を徴収するものとする。 

   売店等の設備の設置許可については、指定管理者の業務範囲外であるため、市が行政

財産の目的外使用許可等を行い、使用料を徴収するものとする。したがって、指定管理

者が売店等を設置する場合には、静岡市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条

例等の規定に基づく手続を経るものとする。 

また、自動販売機の設置については、市が貸付により直接行うこととし、その貸付料

は市の収入とする。 

   その他、指定管理者が目的外使用許可を得る必要がある場合は、別途市に申し出るこ

と。 

（４）市主催事業等への協力 

   市が主催する事業等には、積極的に協力すること。また、行政刊行物等のチラシ配置

及びポスター掲示等に協力すること。 

（５）監査への協力 

   市の監査委員による監査及び外部監査人による監査の対象となった場合には、積極的

に協力すること。 

   また、監査委員等が市の事務を監査するために必要があると認める場合、市は帳簿書

類その他の記録を指定管理者に提出させるとともに、監査会場への出席を求め、実地に
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調査することができる。 

（６）原状回復 

指定期間の満了や指定取消があった場合には、市が認める場合を除いて、当該施設を

速やかに原状に回復しなければならない。 

（７）法律改正等に伴う光熱水費の購入方法の見直しについて 

電力・ガスの小売全面自由化に伴い、電力・ガス会社や料金メニューを自由に選択す

ることが可能となったことから、指定管理者は積極的に購入方法の見直しを行い、経費

節減等に努めること 

ただし、購入方法を変更した日から１年間の電気料・ガス料金の実績と、前年の同期

間における電気料・ガス料金の実績との間に 10％以上の変動があった場合には、その

10％を超える部分について精算を行うこととする。精算方法等については別途市と協議

の上決定する。 

   なお、見直しにあたっては以下の点に留意すること 

ア 契約する電力会社・ガス会社が、小売電気事業者・小売りガス事業者として経済産

業省の登録を受けていること。 

  イ 指定管理者と電力会社・ガス会社の間で、事故発生時等の緊急対応の体制が整備さ

れていること。 

  ウ 相手方との契約期間は指定期間内とすること。   

（８）環境への配慮 

   指定管理者は、次のような環境に配慮した指定管理業務の実施に努めること。 

  ア 環境に配慮した商品及びサービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄に

当たっては、資源の有効活用や適正処理を図ること。 

  イ 電気、ガス、水道等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取組みを推

進すること。 

  ウ 化学物質及び感染性廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故を

防止すること。 

  エ 施設の利用者等に対して環境の保護等に関する情報提供に努めるとともに、業務に

関わる者に対する教育及び学習の推進に努めること。 
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別紙２ 

 

静岡市静岡老人ホーム及び静岡市救護所の防火管理者の業務の委任に係る確認書 

 

１ 甲は、消防法（昭和 23 年法律第１86 号）第８条第 1 項の規定により、静岡市静岡老人

ホーム及び静岡市救護所について定める防火管理者の業務を乙に委任するものとし、乙は、

その職員であって資格を有する者のうちから防火管理者を選任するものとする。 

 

２ 乙は、前項の規定により選任した防火管理者に次に掲げる業務を行わせるものとする。 

（１） 消防計画の作成 

（２） 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施 

（３） 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備 

（４） 火気の使用又は取扱いに関する監督 

（５） 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理 

（６） 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務 

 

３ 乙は、第 1項の規定により防火管理者を選任したときは、消防法第８条第２項の規定 

により届け出るものとする。防火管理者を解任したときも同様とする。 
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別紙３ 

 

静岡市静岡老人ホーム及び静岡市救護所の自家用電気工作物の保安管理に関する確認書 

 

１ 甲は、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 39 条第１項の規定により、静岡市静岡

老人ホーム及び静岡市救護所の自家用電気工作物を維持するため、当該自家用電気工作物

の維持に必要な措置を行う業務（以下「保安管理業務」という。）を乙に委任する。 

 

２ 甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任 

 技術者として選任する者の意見を尊重する。 

 

３ 甲及び乙は、自家用電気工作物の工事、維持、及び運用に従事する者に、電気主任技術

者がその保安のためにする指示に従うように確約させる。 

 

４ 甲は、乙が保安管理業務を電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第 77 号）第 52

条の２に規定する要件に該当する者に委託することを承認する。 
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別紙４ 

個人情報の保護に関する取扱仕様書 

（個人情報保護の基本原則） 

１ 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいう。以

下同じ）の保護の重要性を認識し、この協定で規定する業務を実施するにあたり、個人情

報の取扱いについては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取

り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

２ 乙は、この協定で規定する業務に関して、知り得た個人情報の内容を他人に知らせては

ならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（使用者への周知） 

３ 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定で規定する業務

に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は協定の目的以外の目的に利用して

はならないことなど、個人情報保護の徹底について周知しなければならない。 

（適正な管理） 

４ 乙は、この協定で規定する業務に関する個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防

止を図るため、管理責任者を特定し、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。 

（収集の制限） 

５ 乙は、この協定で規定する業務に関する個人情報を収集するときは、当該業務を実施す

るために必要な範囲内で、本人から直接収集しなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

６ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定で規定する業務に関して知り得た

個人情報を協定の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。こ

の業務が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 

（複写、複製の禁止） 

７ 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、この協定で規定する業務を実施するにあ

たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならな

い。 

（資料等の返還） 

８ 乙は、この協定で規定する業務を実施するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この協定の終了後直ちに甲に返還し、又

は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

（再委託等における個人情報の取扱い） 
９  乙は、契約書第７条第１項ただし書の規定により甲の承認を受けて業務を再委託する

場合 は、再委託を受けた者との間で締結する契約書等に、この契約書の個人情報の保護
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に関する 規定を準用する旨を明記しなければならない。この場合において、乙は、当該

契約書等の締 結後、速やかにその写しを甲に提出するものとする。 

（事故発生時における報告） 

10 乙は、この個人情報の保護に関する取扱仕様書に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れ

があることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この協定

が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
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別紙５ 

 

静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

（趣旨）  

第１条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65

号。以下「法」という。）第10条第１項の規定に基づき、法第７条に規定する事項に関し、

静岡市職員（非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。）が適切に対

応するために必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）障害者 法第２条第１号に規定する障害者をいう。 

（２）障害 法第２条第１号に規定する障害をいう。 

（３）社会的障壁 法第２条第２号に規定する社会的障壁をいう。 

（不当な差別的取扱いの禁止）  

第３条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、法第７条第１項の規定の趣旨にのっと

り、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者

の権利利益を侵害してはならない。 

（合理的配慮の提供）  

第４条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、法第７条第２項の規定の趣旨にのっと

り、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合にお

いて、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとなら

ないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施に

ついて必要かつ合理的な配慮（以下「合理的配慮」という。）の提供をしなければならな

い。 

（監督者の責務）  

第５条 職員のうち、所属の長の職にある者（以下「監督者」という。）は、前２条に定める

事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなけ

ればならない。 

（１）日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督す

る職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。  

（２）障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出

等があった場合は、迅速に状況を確認し、対処すること。  

（３）不当な差別的取扱いの事実又は合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する職

員に対して適切な指導を行うこと。  

２ 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処
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しなければならない。  

（相談体制）  

第６条 職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者か

らの相談等については、各課かいにおいて対応をすることを原則とする。ただし、担当部

署が不明確な場合等にあっては、保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課又は保健衛生

医療部精神保健福祉課がこれを受け付け、担当の課かいへ取り次ぐ役割を担うものとする。 

２ 前項本文の規定による対応を行った各課かいの監督者は、当該対応の内容について、相

談等対応報告書（別記様式）により保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課長に報告す

るものとする。  

３ 前項の規定による報告に係る対応の事例は、相談者のプライバシーに配慮しつつ情報共

有を図り、以後の相談等において活用するものとする。 

（研修・啓発）  

第７条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、市長は、職員に対し、必要な研修・

啓発を行うものとする。  

（マニュアル等）  

第８条 市長は、この要領の施行に関し、職員が適切に対応するために必要な留意事項や具

体例等を示したマニュアル等を定めるものとする。 

２ 前項のマニュアル等については、必要に応じて各部局ごとに定めることができる。  

附 則  

この要領は、平成28年４月１日から施行する。  

  附 則 

この要領は、平成31年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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別記様式（第６条関係） 

第    号 

  年  月  日 

 

（宛先）障害福祉企画課長 

所属長 

 職 名  氏 名 

 

相談等対応報告書 

 

 障害を理由とする差別に関する相談等について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 所属 

（１）課かい名（施設名） 

（２）担当者・電話番号 

 

２ 相談者等の障害の区分 

視覚・聴覚・肢体・知的・精神・その他（     ） 

 

３ 相談等 

（１）相談等を受けた日 

（２）相談等の内容 

（３）対応内容 
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（別表） 

市と指定管理者のリスク分担表 

 

種  類 内          容 
負 担 者 

市 指定管理者 

金 利 変 動 金利変動に伴う経費の増  ○ 

周 辺 地 域 ・ 

住 民 対 応 

指定管理業務における地域との調和及び連携に

関すること 
 ○ 

上記以外の事項 協議により定める 

政治・行政的 

理 由 に よ る 

事 業 変 更 

政治・行政的理由等により、施設管理・運営業務

の継続に支障が生じた場合、または指定管理の内

容変更を余儀なくされた場合の経費及びその後

の当該事業による増加経費負担 

協議により定める 

不 可 抗 力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、

騒乱、暴動、その他の市または指定管理者のいず

れの責めにも帰すことのできない自然的または

人為的な現象）に伴う施設、設備の復旧経費及び

業務履行不能 

○  

新型コロナウイルスその他新たに発生した感染

症等による管理運営の中断や対策等に要する経

費 
協議により定める 

施 設 ・ 設 備 

・ 物 品 等 の 

損 傷 

指定管理者の故意または重大な過失によるもの  ○ 

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○  

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特

定できないもの等（80万円以下の小規模なもの） 
 ○ 

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特

定できないもの等（上記以外） 
協議により定める 

書 類 の 誤 り 

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

指定管理者が作成した書類等の内容の誤りによ

るもの 
 ○ 

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪発生等  ○ 

事 業 終 了 時 

の 費 用 

指定管理期間が終了した場合または期間中途に

業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ○ 

本表に定める事項で疑義がある場合または本表に定めのないものについては、市と指定管

理者が協議のうえ決定します。 

 



29 
 

                          別紙 
福祉避難所の設置運営に関する協定書 

 
 静岡市（以下「甲」という。）と   （以下「乙」という。）は、福祉避難所の設置及び

運営に関し、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 

第１条 この協定は、大規模な地震、風水害その他の災害が発生した場合（以下「災害時」

という。）において、一次避難所での生活が困難である高齢者、障がい者等（以下「要援

護者」という。）を対象とする二次的な避難所（以下「福祉避難所」という。）に関し、乙

が所有し、又は管理する施設を福祉避難所として指定するとともに、乙に対する福祉避難

所の設置及び運営の要請に関する基本的事項を確認することにより、災害発生時における

福祉避難所の円滑な設置及び運営に資することを目的とする。 
 （指定施設） 
第２条 福祉避難所として指定する施設は、乙が所有し、又は管理する次の施設とする。 

所在地 静岡市葵区吉津 1905 番地 

   名 称 養護老人ホーム 静岡市静岡老人ホーム 
（協力の要請） 

第３条 甲は、前条の施設を福祉避難所として開設する必要があると認めるときは、その設

置及び運営に係る事項について、乙に協力を要請するものとし、乙は、できる限りこれを

受け入れるよう努めるものとする。 
 （要援護者等の受入れ等） 
第４条 甲は、要援護者について福祉避難所での避難生活が必要であると判定したときは、

福祉避難所での避難生活に必要な範囲内で当該要援護者及びその看護をする家族等（以下

「要援護者等」という。）に関する情報を乙に提供し、乙は、当該情報により受入準備を

行い、当該要援護者等を受け入れるものとする。 
（設置期間） 

第５条 福祉避難所の設置期間は、開設の日から７日間以内とする。ただし、特段の事情が

あるときはこの限りでない。 
 （必要な物資の調達等） 
第６条 甲は、要援護者等の支援に必要な物資の調達に努めるものとする。 
２ 甲は、要援護者等の生活の支援、相談等が実施できるよう、必要な人材の確保及び配置

に努めるものとする。 
３ 乙は、前２項の規定による物資の調達及び必要な人材の確保について、甲と連携の上、

可能な範囲で協力するものとする。 
（費用の負担） 

第７条 甲は、乙に対し、福祉避難所の設置及び運営に係る経費について、災害救助法（昭
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和 22 年法律第 118 号）その他関連法令等の定めるところにより、所要の実費を負担する

ものとする。 
 （手続等） 
第８条 前５条に定めるもののほか、福祉避難所の設置及び運営に関し必要な手続等は、甲

が別に定めるところによる。 
 （原状回復義務） 
第９条 乙が福祉避難所の運営のために必要な施設の改造を行った場合において、甲の要請

により乙が福祉避難所を閉鎖したときは、甲は、必要な原状回復を行うものとする。 
 （個人情報の保護） 
第 10 条 甲及び乙並びに福祉避難所の運営に従事する者は、福祉避難所の運営に当たり知

り得た要援護者等の個人情報を第三者に漏らしてはならない。福祉避難所が閉鎖された後

も、同様とする。 
 （関係書類の保管） 
第 11 条 乙は、この協定及び福祉避難所の運営に関する書類を整備し、福祉避難所の閉鎖

後５年間これを保管しなければならない。 

（責任の分担） 

第 12 条 福祉避難所の運営（この協定により甲が要請したものに限る。）に関する事項につ

いては、甲がその責任を負う。 

２ 福祉避難所の施設において、乙の責に帰すべき理由により生じた損害については、乙が

責任を負うものとする。 

 （協定の解除） 

第 13 条 甲は、乙がこの協定の目的を達成する見込みがないと認めるときは、乙と協議の

上、この協定を解除することができる。 

２ 乙は、協定を解除すべき特段の事情があるときは、甲と協議の上、この協定を解除する

ことができる。 

 （効力） 

第 14 条 この協定は、協定の締結の日から、効力を有するものとする。 

２ 甲と乙との間で従前に締結した災害時に要介護者等の避難施設として社会福祉施設等

を使用することに関する協定は、前項の日にその効力を失う。 

（定めのない事項等の処理） 

第 15 条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度、甲、乙 

協議の上、処理するものとする。 
 
 この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲、乙双方記名押印の上、各自

１通を保有する。 
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  令和 年 月 日 
 
 

静岡市葵区追手町５番１号 
                          甲 

静岡市長 難波 喬司 印 
 
 

所在地 
                          乙 法人名 

代表者        ㊞ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 



別紙 静岡老人ホーム備品リスト
備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000031907 座机 Ｇ８８座机１００ 33,590 平成12年10月13日

0000031908 座机 Ｇ８８座机１００ 33,590 平成12年10月13日

0000031909 テーブル（食事用） ＷＫ－１６９０Ｒ 40,740 平成12年10月16日

0000031910 テーブル（食事用） ＷＫ－１６９０Ｒ 40,740 平成12年10月16日

0000031911 テーブル（食事用） ＷＫ－１６９０Ｒ 40,740 平成12年10月16日

0000031912 テーブル（食事用） ＷＫ－１６９０Ｒ 40,740 平成12年10月16日

0000031913 テーブル（食事用） ＷＫ－１６９０Ｒ 40,740 平成12年10月16日

0000031914 テーブル（食事用） ＷＫ－１６９０Ｒ 40,740 平成12年10月16日

0000031915 テーブル（食事用） ＷＫ－１６９０Ｒ 40,740 平成12年10月16日

0000031916 テーブル（食事用） ＷＫ－１６９０Ｒ 40,740 平成12年10月16日

0000031917 テーブル（食事用） ＷＫ－１６９０Ｒ 40,740 平成12年10月16日

0000031918 テーブル（食事用） ＷＫ－１６９０Ｒ 40,740 平成12年10月16日

0000031919 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031920 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031921 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031922 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031923 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031924 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031925 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031926 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031927 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031928 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031929 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031930 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031931 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031932 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031933 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031934 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031935 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031936 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031937 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031938 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031939 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031940 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031941 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031942 テーブル（食事用） ライオンＷＫ１６８０ 37,065 平成12年10月16日

0000031943 テーブル（面接用） ライオン４９７－２９ 81,112 平成12年10月16日

0000031945 座卓 ローテーブル１２０ 44,500 平成13年1月22日

0000031946 座卓 ローテーブル１２０ 44,500 平成13年1月22日

0000031947 テーブル ライオンＬＴ４４００ 31,395 平成13年2月14日

0000031948 食堂用テーブル ライオンＥＤＴ 46,126 平成13年2月14日

0000031949 テレビ台 ３２インチ用 57,750 平成12年10月4日

0000031950 テレビ台 ３２インチ用 57,750 平成12年10月4日

0000031951 傘立て ライオンＴＰＳ－４８ 36,897 平成13年2月14日

0000031952 一人用ソファ ラウンドソファ（白） 51,597 平成12年10月13日

0000031954 一人用ソファ ラウンドソファ（グレー） 51,597 平成12年10月13日

0000031956 二人用ソファ ラブソファ（赤） 104,517 平成12年10月13日

0000031957 ベンチ オカムラＬ８９３ＳＺ 54,400 平成13年1月16日

0000031958 ベンチ オカムラＬ８９３ＳＺ 54,400 平成13年1月16日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000031959 背中つきベンチ オカムラＬ８９３ＳＡ 111,000 平成13年1月16日

0000031961 ベンチ Ｆ１０Ｕベンチ１８０ 120,792 平成12年10月3日

0000031962 ベンチ Ｆ１０Ｕベンチ１８０ 120,792 平成12年10月3日

0000031963 背付き椅子（２人掛） ライオンＬＣ５８１２ 39,400 平成13年2月14日

0000031974 ベランダ用縁台 コトブキＥＸ１４３０ 204,881 平成13年2月28日

0000031975 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000031976 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000031977 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000031978 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000031979 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000031980 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000031981 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000031982 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000031983 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000031984 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000031985 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000031986 畳ベット Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000031987 畳ベット Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成14年10月13日

0000031988 畳ベット Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000031989 畳ベット Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000031990 畳ベット Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000031991 畳ベット Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000031993 畳ベット Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000031994 畳ベット Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000031995 畳ベット Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000031996 畳ベット Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000031997 畳ベット Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000031998 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000031999 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032000 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032001 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032002 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032004 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032005 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032006 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032007 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032008 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032009 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032010 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032011 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032012 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032015 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032016 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032017 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032018 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032019 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032020 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032021 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032022 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032023 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000032024 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032025 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032026 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032027 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032028 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032029 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032030 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032031 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032032 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032033 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032034 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032035 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032036 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032037 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032038 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032039 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032040 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032041 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032042 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032043 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032044 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032045 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032046 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032047 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032049 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032050 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032051 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032052 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032053 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032054 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032055 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032056 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032057 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032058 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032059 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032060 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032061 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032062 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032063 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032064 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032065 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032066 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032067 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032069 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032070 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032071 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032072 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,050 平成12年10月13日

0000032073 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032074 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032075 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000032076 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032077 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032078 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032079 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032080 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032081 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032082 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032083 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032084 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032085 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032086 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032087 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032088 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032089 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032090 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032091 畳ベッド Ｗ１９６０×Ｌ９２０ 64,500 平成12年10月13日

0000032092 カーテン ４３００×２５８０ 33,600 平成12年12月12日

0000032093 カーテン ５０００×２５６０ 39,375 平成12年12月12日

0000032094 カーテン １４０００×２５１０ 178,500 平成12年12月12日

0000032095 カーテン ５９００×２５１０ 78,750 平成12年12月12日

0000032096 スクリーン ウチダ１－１３５ 66,885 平成13年2月26日

0000032110 ストレッチャー （株）オバタ０３－００６０ 93,450 平成12年10月13日

0000032121 深型移動シンク ６００×６００×８００ 69,195 平成13年2月26日

0000032134 卓球台 トーエイＢ－５６８５ 49,875 平成12年10月30日

0000032136 テーブル ＳＴテーブル１２０ 83,433 平成12年9月25日

0000032142 椅子 ＳＨチェア（イエロー） 42,630 平成12年9月25日

0000032143 椅子 ＳＨチェア（イエロー） 42,630 平成12年9月25日

0000032144 椅子 ＳＨチェア（イエロー） 42,630 平成12年9月25日

0000032145 椅子 ＳＨチェア（イエロー） 42,630 平成12年9月25日

0000032148 椅子 ＳＨチェア（イエロー） 42,630 平成12年9月25日

0000032152 椅子 ＳＨチェア（イエロー） 42,630 平成12年9月25日

0000032153 椅子 ＳＨチェア（イエロー） 42,630 平成12年9月25日

0000032154 椅子 ＳＨチェア（イエロー） 42,630 平成12年9月25日

0000032183 電子レンジ 日立ＭＲＯ－Ｖ２ 38,850 平成12年8月4日

0000051560 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000051561 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000051562 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000051563 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000051564 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000051565 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000051566 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000051567 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000051568 ギャッジベッドＦＢＨ ８９５×２１１４ 68,250 平成12年10月13日

0000179291 テーブル ＳＴテーブル１２０ 83,433 平成26年10月24日

0000180077 ドラム式洗濯乾燥機 パナソニック　ＮＡＶＸ７５００Ｌ 185,760 平成27年2月16日

0000181888 発電機
発電機（本田技研工業製　ＥＵ５５ｉｓ
Ｎ） 322,920 平成27年9月7日

0000181889 発電機
発電機（本田技研工業製　ＥＵ５５ｉｓ
Ｎ） 322,920 平成27年9月7日

0000188487 軽貨物　高齢者福祉課 軽貨物　２ＷＤ 764,640 平成28年7月27日

0000196046 車椅子 カワムラサイクル製　ＫＡシリーズ 90,000 平成29年12月22日

0000196047 車椅子 カワムラサイクル製　ＫＡシリーズ 90,000 平成29年12月22日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000271917 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 99,990 令和5年7月10日

0000278320 業務用冷蔵庫 ホシザキ株式会社　HR-120B-ML 495,000 令和7年3月11日

0000278321 業務用冷凍庫 ホシザキ株式会社　HF-120B3-ML 638,000 令和7年3月11日

0000278322 業務用冷凍庫 ホシザキ株式会社　HF-75BT 462,000 令和7年3月11日

G-0009 餅つき機 25,700 平成13年1月17日

G-0010 餅つき機 25,700 平成13年1月17日

G-0011 寿司用飯台 18,165 平成13年2月26日

G-0012 寿司用飯台 18,165 平成13年2月26日

G-0013 寿司用飯台 18,165 平成13年2月26日

G-0025 ロールスクリーン1180×1620 25,200 平成12年12月12日

G-0026 ロールスクリーン1180×1620 25,200 平成12年12月12日

G-0027 ロールスクリーン1650×1620 28,875 平成12年12月12日

G-0028 ロールスクリーン1650×1620 28,875 平成12年12月12日

G-0029 ロールスクリーン1090×1410 24,675 平成12年12月12日

G-0030 ロールスクリーン1090×1620 25,200 平成12年12月12日

G-0031 ロールスクリーン1090×1620 25,200 平成12年12月12日

G-0032 ロールスクリーン1130×1620 25,200 平成12年12月12日

G-0033 ロールスクリーン1610×1620 28,875 平成12年12月12日

G-0034 ロールスクリーン1610×1620 28,875 平成12年12月12日

G-0035 ロールスクリーン1560×1420 26,775 平成12年12月12日

G-0036 ロールスクリーン1560×1880 28,350 平成12年12月12日

G-0164 ベットサイドキャビネット 21,000 平成12年12月25日

G-0165 ベットサイドキャビネット 21,000 平成12年12月25日

G-0166 ベットサイドキャビネット 21,000 平成12年12月25日

G-0167 ベットサイドキャビネット 21,000 平成12年12月25日

G-0168 ベットサイドキャビネット 21,000 平成12年12月25日

G-0169 ベットサイドキャビネット 21,000 平成12年12月25日

G-0170 ベットサイドキャビネット 21,000 平成12年12月25日

G-0171 ベットサイドキャビネット 21,000 平成12年12月25日

G-0172 ベットサイドキャビネット 21,000 平成12年12月25日

G-0173 ベットサイドキャビネット 21,000 平成12年12月25日

G-0179 センターテーブル 23,200 平成13年2月14日

G-0180 センターテーブル 23,200 平成13年2月14日

G-0183 籐縁台 24,800 平成13年1月16日

G-0193 椅子 16,086 平成13年2月14日

G-0194 椅子 16,086 平成13年2月14日

G-0195 椅子 16,086 平成13年2月14日

G-0196 椅子 16,086 平成13年2月14日

G-0197 椅子 16,086 平成13年2月14日

G-0198 椅子 16,086 平成13年2月14日

G-0199 食堂用椅子 14,007 平成13年2月14日

G-0200 食堂用椅子 14,007 平成13年2月14日

G-0201 食堂用椅子 14,007 平成13年2月14日

G-0202 食堂用椅子 14,007 平成13年2月14日

G-0203 食堂用椅子 14,007 平成13年2月14日

G-0204 食堂用椅子 14,007 平成13年2月14日

G-0207 机 22,916 平成13年2月14日

G-0208 スチール書庫 25,599 平成13年2月14日

G-0209 スチール棚 16,054 平成13年2月14日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

G-0210 スチール棚 16,054 平成13年2月14日

G-0211 スチール棚 16,055 平成13年2月14日

G-0212 スチール棚 16,055 平成13年2月14日

G-0218 机 22,916 平成13年2月14日

G-0219 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0220 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0221 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0222 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0223 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0224 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0225 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0226 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0227 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0228 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0229 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0230 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0231 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0232 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0233 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0234 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0235 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0236 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0237 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0238 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0239 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0240 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0241 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0242 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0243 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0244 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0245 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0246 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0247 掃除用具入２人用可動式 18,900 平成13年3月28日

G-0248 清掃用具入３人用固定式 21,991 平成13年3月28日

G-0249 清掃用具入３人用固定式 21,991 平成13年3月28日

G-0250 清掃用具入３人用固定式 21,991 平成13年3月28日

G-0251 清掃用具入３人用固定式 21,992 平成13年3月28日

G-0252 清掃用具入３人用固定式 21,992 平成13年3月28日

G-0253 清掃用具入３人用固定式 21,992 平成13年3月28日

G-0254 清掃用具入３人用固定式 21,992 平成13年3月28日

G-0255 清掃用具入３人用固定式 21,992 平成13年3月28日

G-0256 清掃用具入３人用固定式 21,992 平成13年3月28日

G-0264 テーブル（会議用） 20,475 平成12年10月16日

G-0265 テーブル（会議用） 20,475 平成12年10月16日

G-0266 テーブル（会議用） 20,475 平成12年10月16日

G-0267 テーブル（会議用） 20,475 平成12年10月16日

G-0268 テーブル（会議用） 20,475 平成12年10月16日

G-0269 テーブル（会議用） 20,475 平成12年10月16日

G-0270 テーブル（会議用） 20,475 平成12年10月16日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

G-0272 テーブル（会議用） 20,475 平成12年10月16日

G-0273 テーブル（会議用） 20,475 平成12年10月16日

G-0285 傘たて 17,850 平成12年10月16日

G-0287 椅子 13,965 平成12年10月16日

G-0288 椅子 13,965 平成12年10月16日

G-0430 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0431 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0432 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0433 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0434 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0435 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0436 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0437 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0438 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0439 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0440 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0441 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0442 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0443 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0444 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0445 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0446 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0447 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0448 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0449 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0450 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0451 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0452 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0453 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0454 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0455 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0456 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0457 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0458 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0459 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0460 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0461 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0462 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0463 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0464 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0465 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0466 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0467 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0468 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0469 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0470 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0471 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0472 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0473 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

G-0474 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0475 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0476 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0477 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0478 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0479 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0480 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0481 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0482 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0483 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0484 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0485 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0486 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0487 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0488 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0489 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0490 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0491 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0492 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0493 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0494 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0495 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0496 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0497 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0498 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0499 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0500 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0501 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0502 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0503 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0504 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0505 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0506 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0507 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0508 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0509 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0510 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0511 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0512 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0513 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0514 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0515 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0516 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0517 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0518 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0519 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0520 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0521 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0522 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

G-0523 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0524 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0525 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0526 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0527 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0528 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0529 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0530 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0531 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0532 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0533 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0534 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0535 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0536 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0537 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0538 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0539 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0540 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0541 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0542 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0543 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0544 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0545 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0546 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0547 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0548 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0549 食事用椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0550 高椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0551 高椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0552 高椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0553 高椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0554 高椅子 11,025 平成12年10月16日

G-0558 長椅子 14,910 平成12年10月16日

G-0559 長椅子 14,910 平成12年10月16日

G-0561 チェアポーター（20客入れ） 11,550 平成12年10月16日

G-0562 チェアポーター（20客入れ） 11,550 平成12年10月16日

G-0563 チェアポーター（20客入れ） 11,550 平成12年10月16日

G-0564 チェアポーター（20客入れ） 11,550 平成12年10月16日

G-0565 チェアポーター（20客入れ） 11,550 平成12年10月16日

G-0567 名札かけ黒板 12,600 平成12年10月19日

G-0568 掲示板 15,750 平成12年10月16日

G-0570 サイドテーブル 17,850 平成12年12月25日

G-0571 オーバーテーブル 17,325 平成12年12月25日

G-0607 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0608 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0609 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月14日

G-0610 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月15日

G-0611 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0612 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

G-0613 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0615 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0616 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0617 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0618 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0619 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0620 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0621 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0622 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0623 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0624 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日

G-0625 ギャッジベット用マットレス 10,500 平成12年10月13日



静岡市救護所備品リスト

物品番号 品名 規格 金額 取得日

0000009909 ギャッジベッド ギャッジベッド　岡島製　２ハンドル 73,800 昭和54年1月9日

0000013641 ギャッジベッド 半ギャッジベッド 46,800 昭和51年3月31日

0000013642 食器棚 １０４７×４６０×１９００ 68,300 平成1年3月28日

0000013643 ゴミ保管箱 ワイドペール３２０ 49,500 平成10年3月19日

0000013644 集団災害用救急セット 日医３６３５１Ｓ 140,000 昭和61年10月13日

0000013647 ワープロ 富士通ＬＸ３５００ＣＴ 123,000 平成8年6月14日

0000013648 ワープロ 富士通ＬＸ３５００ＣＴ 123,000 平成8年6月14日

0000013650 カラオケ ビクターーＤＶ１０１Ｚ 362,250 平成10年12月28日

0000013652 救急用自動人工蘇生器 酸素吸入装置付 100,000 昭和63年9月5日

0000013654 手指殺菌消毒器 日医ミクロンバイオホワイト 116,550 平成10年1月29日

0000013656 発電機 ホンダ　ＥＣ−１２００Ｘ 70,040 平成1年6月6日

0000013657 発電機 ＳＵＺＵＫＩ　ＳＶ２０００Ｓ 132,300 平成11年7月26日

0000013658 投光機 ハタヤスタンド付ハロゲンライト 30,450 平成11年7月30日

0000013659 投光機 ハタヤスタンド付ハロゲンライト 48,300 平成11年8月2日

0000013661 スチール物置 イナバ物置 0 平成11年11月8日

0000013662 緊急用浄水装置 大学産業社製ＤＣＦ−ＩＥＲ 659,200 平成8年7月26日

0000013663 電子ミシン ハイライトエース 88,000 昭和58年3月28日

0000013664 車椅子 ＫＭ−８型 39,200 昭和48年9月28日

0000013665 車椅子 カワムラ製　ＫＲ−５ 36,000 昭和54年2月23日

0000021551 会議用テーブル ライオンＤＡ−２４１２　４９３−１５ 52,000 平成13年8月30日

0000021556 長椅子 ライオンＬＣ−５８１３ＦＧ　５４４−０１ 46,300 平成13年8月30日

0000021559 長椅子 ライオンＬＣ−５８１３ＦＧ　５４４−０１ 46,300 平成13年8月30日

0000021560 長椅子 ライオンＬＣ−５８１３ＦＧ　５４４−０１ 46,300 平成13年8月30日

0000021561 長椅子 ライオンＬＣ−５８１３ＦＧ　５４４−０１ 46,300 平成13年8月30日

0000021562 長椅子 ライオンＬＣ−５８１３ＦＧ　５４４−０１ 46,300 平成13年8月30日

0000021563 応接セット（長椅子） ライオンＬＣ−５９２３Ｓ　３９５−３８ 49,500 平成13年8月30日

0000021575 ベンチ ライオン　№５４２　５４２−０２ 31,300 平成13年8月30日

0000021576 ベンチ ライオン　№５４２　５４２−０２ 31,300 平成13年8月30日

0000021577 ベンチ ライオン　№５４２　５４２−０２ 31,300 平成12年8月30日

0000021578 ベンチ ライオン　№５４２　５４２−０２ 31,300 平成13年8月30日

0000021579 ベンチ ライオン　№５４２　５４２−０２ 31,300 平成13年8月30日

0000021580 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021583 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021584 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021585 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021586 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021587 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021588 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021589 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021590 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021591 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021592 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021593 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１６９ＹＰ２０ 60,690 平成13年8月31日

0000021594 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１８９ＹＰ２０ 62,895 平成13年8月31日

0000021595 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日

0000021602 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日

0000021603 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日

0000021604 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日



0000021606 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日

0000021607 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日

0000021608 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日

0000021609 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日

0000021610 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日

0000021611 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日

0000021612 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日

0000021613 畳ベッド 静岡県中央受注家具協同組合製 73,080 平成13年7月27日

0000021616 ギャッジベッド マーキス　Ｍ−７２８ 64,481 平成13年8月28日

0000021620 ギャッジベッド マーキス　Ｍ−７２８ 64,481 平成13年8月28日

0000021621 ギャッジベッド マーキス　Ｍ−７２８ 64,481 平成13年8月28日

0000021622 ギャッジベッド マーキス　Ｍ−７２８ 64,481 平成13年8月28日

0000021623 ギャッジベッド マーキス　Ｍ−７２８ 64,481 平成13年8月28日

0000021624 ギャッジベッド マーキス　Ｍ−７２８ 64,481 平成13年8月28日

0000021625 ギャッジベッド マーキス　Ｍ−７２８ 64,481 平成13年8月28日

0000021626 ギャッジベッド マーキス　Ｍ−７２８ 64,481 平成13年8月28日

0000021628 ギャッジベッド マーキス　Ｍ−７２８ 64,481 平成13年8月28日

0000021629 ギャッジベッド マーキス　Ｍ−７２８ 64,481 平成13年8月28日

0000021632 ストレッチャー 松永製作所 199,500 平成13年8月2日

0000021635 回診車 マツヨシ０１−２４００−００ 149,100 平成13年8月30日

0000021639 滅菌器 オバタＳ−３３０　１７−０３１１ 253,050 平成13年8月30日

0000021641 与薬車 マツヨシ０８−２２２６−０３ 361,200 平成13年8月30日

0000050137 自動洗濯機 ＳＡＮＹＯ　ＳＣＷ−５１４１ＷＨ 1,113,000 平成13年9月7日

0000050139 業務用生ゴミ処理機 ＰＳＫ−８０Ｗ 3,759,000 平成14年2月22日

0000051430 業務用電気乾燥機 ＳＡＮＹＯＮ　ＳＣＤ−３１６０Ｅ 966,000 平成13年9月7日

0000051431 多目的テーブル コクヨ　ＨＥ−７ＴＳ１８９ＹＰ２０ 62,895 平成13年8月31日

0000051432 長椅子 コクヨ　ＣＮ−１５０ＶＦＡ３ 31,000 平成13年9月4日

0000051433 肘付椅子 ライオン　４３４−５４　５６７Ｌ 35,700 平成13年9月4日

0000051434 長椅子 コクヨ　ＣＮ＝１５０ＶＦ６４ 31,000 平成13年9月6日

0000051435 机 コクヨ　ＳＤ−Ｓ１２７Ｓ３０ＰＦ１ 30,900 平成13年9月6日

0000051436 ホワイトボード オカムラ　４３８０ＦＡ−Ｈ０１ 49,800 平成13年9月10日

0000051437 ＯＡテーブル オカムラ　Ｄ３９７ＨＬ−Ｚ４２１ 44,600 平成13年9月10日

0000051438 両袖机 コクヨ　ＳＤ−Ｓ２Ｄ３３ 39,400 平成13年9月6日

0000051439 データファイル書庫 ライオン　７５５−０５　ＤＦ−６３ＧＮ 41,700 平成13年9月6日

0000051440 机 ライオン　ＥＤ−１２７Ｓ−Ｃ　７０１−７３ 32,900 平成13年9月6日

0000051441 診察台 日医　９６０００−１０１５０ 32,760 平成13年9月6日

0000051442 器械戸棚 〔株）村中医療器　０８０−１８７−０１　ＰＲ−５１１ 285,600 平成13年9月6日

0000051443 書架 コクヨ　ＢＬ−３１２２２ＮＮ 285,600 平成14年3月8日

0000051445 デジタルビデオカメラ シャープ　ＶＬ−ＡＸ１（ＶＲ−ＫＴＡ１を含む） 140,000 平成14年3月7日

0000051446 ラベルライター キングジム　テプラＰＲＯ　ＳＲ９００ 39,800 平成14年3月8日

0000051448 展示用テーブル コクヨ　ＬＴ−９０ＹＰ３１ 49,800 平成14年3月8日

0000051449 パソコンソフト マイクロソフト　アクセス２００２ 34,000 平成14年3月8日

0000051450 パソコンソフト マイクロソフト　アクセス２００２ 34,000 平成14年3月12日

0000051451 スキャナー エプソン　ＧＴ−９７００Ｆ 49,500 平成14年3月12日

0000051452 掲示板 コクヨ　ＢＢ−Ｄ１３６Ｊ 49,800 平成14年3月12日

0000051453 携帯用吸引機 パワーミニック 49,800 平成14年3月18日

0000051454 下置き書庫 ライオン　ＶＧＢ７５−１１Ｋ 42,800 平成14年3月18日

0000051456 パソコンソフト マイクロソフト　アクセス２００２ 34,000 平成14年3月18日

0000051457 カルテワゴン ライオン　６６７−２０ 49,900 平成14年3月20日

0000051458 卓球台 三英　１０−６２５ 115,500 平成14年3月25日



0000051459 自転車 ブリジストン　Ｒ６３ＢＴＰ　シルバー 46,200 平成14年3月29日

0000051460 歩行器 アルコー　１Ｓ 42,500 平成14年3月18日

0000051461 スタンド型水銀血圧計 ０４６−００５−０１ 48,500 平成14年3月22日

0000051462 歩行器 アルコーＩＳ 42,500 平成14年3月8日

0000051854 くるくるチェアー （株）カワムラサイクル　ＫＯ１０８−２３２５ 36,750 平成13年9月17日

0000051855 冷蔵庫 ２２０リットル 50,190 平成13年9月20日

0000051856 冷蔵庫 ３５０リットル 78,540 平成13年9月20日

0000051857 衣類乾燥機 日立　ＤＸ−Ｎ４ＡＸ 39,375 平成13年9月20日

0000051865 ＭＯドライブ ＬＭＯ−Ｆ１３５４Ｕ 31,500 平成14年3月28日

0000053127 応接セット（両肘付椅子） プラスＲＳーＲ１１Ｓ　６５１−０６３ 31,920 平成14年3月20日

0000053128 応接セット（両肘付椅子） プラスＲＳーＲ１１Ｓ　６５１−０６３ 31,920 平成14年3月20日

0000053129 応接セット（両肘付椅子） プラスＲＳーＲ１１Ｓ　６５１−０６３ 31,920 平成14年3月20日

0000053130 応接セット（両肘付椅子） プラスＲＳーＲ１１Ｓ　６５１−０６３ 31,920 平成14年3月20日

0000053131 応接セット（センターテーブル） プラスＲＳーＲ１１Ｓ　６５１−０６３ 32,025 平成14年3月20日

0000054090 脇机 オカムラ　３８３２ 29,500 昭和59年10月29日

0000054091 脇机 オカムラ　３８３２ 29,500 昭和59年10月29日

0000054092 脇机 オカムラ　３８３２ 29,500 昭和59年10月29日

0000054093 脇机 オカムラ　３８３２ 29,500 昭和59年10月29日

0000054094 肘付回転椅子 コクヨ（株）バイオテックスチェアーＮＳシリーズ 14,280 平成10年6月17日

0000054095 肘付回転椅子 コクヨ（株）バイオテックスチェアーＮＳシリーズ 14,280 平成10年6月17日

0000054096 肘付回転椅子 コクヨ（株）バイオテックスチェアーＮＳシリーズ 14,280 平成10年6月17日

0000054097 肘付回転椅子 コクヨ（株）バイオテックスチェアーＮＳシリーズ 14,280 平成10年6月17日

0000054098 肘付回転椅子 コクヨ（株）バイオテックスチェアーＮＳシリーズ 14,280 平成10年6月17日

0000054099 肘付回転椅子 コクヨ（株）バイオテックスチェアーＮＳシリーズ 14,280 平成10年6月17日

0000054100 肘付回転椅子 コクヨ（株）バイオテックスチェアーＮＳシリーズ 14,280 平成10年6月17日

0000054101 肘付回転椅子 コクヨ（株）バイオテックスチェアーＮＳシリーズ 14,280 平成10年6月17日

0000054103 引戸書庫 ナイキ　引戸６×６ 21,300 昭和48年5月29日

0000054104 引戸書庫 ナイキ　引戸６×６ 21,300 昭和48年5月29日

0000054105 引戸書庫 引戸６×６　メクラ 17,400 昭和49年4月19日

0000054106 引戸書庫 引戸６×６　メクラ 17,400 昭和49年4月19日

0000054109 引戸書庫 引戸３×３　メクラ 7,500 昭和51年7月19日

0000054114 ロッカー（下駄箱用） プラスＬＫ６３１Ｓ 49,000 平成3年3月28日

0000054115 ロッカー ９人用３連３段 20,500 昭和55年3月26日

0000054117 更衣ロッカー ５８１−３５　１人用 4,800 昭和63年9月5日

0000054120 更衣ロッカー １人用 7,400 昭和53年4月15日

0000054121 更衣ロッカー ４人用４Ｌ−７Ｊ 18,300 昭和55年6月16日

0000054122 更衣ロッカー ２人用２Ｌ−７Ｊ　イトーキ 15,500 昭和58年10月1日

0000054123 更衣ロッカー ２人用ＬＫ２Ｊ 12,600 昭和58年6月11日

0000054124 天幕 鉄骨天幕 65,400 昭和56年8月3日

0000054125 天幕 鉄骨天幕 59,000 昭和49年5月1日

0000054126 天幕 鉄骨天幕 79,695 平成9年7月15日

0000054127 天幕 鉄骨天幕 89,000 平成10年6月26日

0000054128 体重計 バネ式 44,800 昭和62年7月6日

0000054129 デジタル身長計 カラーテープ付 42,000 昭和63年9月14日

0000054130 カメラ Ｎｉｋｏｎ　ＴＷ　　ｚｏｏｍ 34,800 昭和61年8月1日

0000054135 自動手指消毒器（熱風式） 日科ミクロン（株）ＣＦ−Ｎ７００ 129,780 平成6年3月1日

0000054140 放射温度計 ミノルタＨＴ−７ 45,675 平成11年2月1日

0000054142 防火対策水槽 丸型飲料水用組立水槽 117,000 平成11年10月15日

0000124747 小型乗用 トヨタ　ステーションワゴン 2,270,000 平成10年6月12日

0000160340 小型貨物 マツダ 1,149,750 平成13年6月25日



0000160341 小型貨物 ニッサン 1,277,200 平成7年9月13日

0000160342 小型乗用 トヨタ 1,921,450 平成5年5月27日

0000160413 小型乗用 ニッサン 1,785,000 平成13年6月22日

B-0001 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0002 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0003 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0004 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0005 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0006 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0007 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0008 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0009 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0010 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0011 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0012 庁用器具　台・壇 ベッドサイドキャビネット ¥29,925 平成13年9月5日

B-0013 繊維皮革製品　寝具 マットレス（ブルー） ¥10,237 平成13年9月19日

B-0014 繊維皮革製品　寝具 マットレス（ブルー） ¥10,237 平成13年9月19日

B-0015 繊維皮革製品　寝具 マットレス（ブルー） ¥10,237 平成13年9月19日

B-0016 繊維皮革製品　寝具 マットレス（ブルー） ¥10,237 平成13年9月19日

B-0017 繊維皮革製品　寝具 マットレス（ブルー） ¥10,237 平成13年9月19日

B-0018 繊維皮革製品　寝具 マットレス（ブルー） ¥10,237 平成13年9月19日

B-0019 繊維皮革製品　寝具 マットレス（ブルー） ¥10,237 平成13年9月19日

B-0020 繊維皮革製品　寝具 マットレス（ブルー） ¥10,237 平成13年9月19日

B-0021 繊維皮革製品　寝具 マットレス（ブルー） ¥10,237 平成13年9月19日

B-0022 繊維皮革製品　寝具 マットレス（ブルー） ¥10,237 平成13年9月19日

B-0036 庁用器具　テーブル サイドテーブル ¥11,466 平成13年9月19日

B-0037 庁用器具　テーブル サイドテーブル ¥11,466 平成13年9月19日

B-0038 庁用器具　テーブル サイドテーブル ¥11,466 平成13年9月19日

B-0039 庁用器具　台・壇 床頭台 ¥15,750 平成13年9月19日

B-0040 庁用器具　台・壇 床頭台 ¥15,750 平成13年9月19日

B-0041 庁用器具　台・壇 床頭台 ¥15,750 平成13年9月19日

B-0042 庁用器具　台・壇 床頭台 ¥15,750 平成13年9月19日

B-0043 庁用器具　台・壇 床頭台 ¥15,750 平成13年9月19日

B-0044 庁用器具　台・壇 床頭台 ¥15,750 平成13年9月19日

B-0045 庁用器具　台・壇 床頭台 ¥15,750 平成13年9月19日

B-0046 庁用器具　台・壇 床頭台 ¥15,750 平成13年9月19日

B-0047 庁用器具　台・壇 床頭台 ¥15,750 平成13年9月19日

B-0048 庁用器具　台・壇 床頭台 ¥15,750 平成13年9月19日

B-0057 庁用器具　保管庫 ガラス引戸型書庫 ¥14,600 平成13年9月6日

B-0058 庁用器具　保管庫 ガラス引戸型書庫 ¥14,600 平成13年9月6日

B-0059 庁用器具　保管庫 ガラス引戸型書庫 ¥14,600 平成13年9月6日

B-0060 庁用器具　保管庫 ガラス引戸型書庫 ¥14,600 平成13年9月6日

B-0061 庁用器具　椅子 オフィスチェア ¥12,100 平成13年9月14日

B-0062 庁用器具　椅子 オフィスチェア ¥12,100 平成13年9月14日

B-0063 庁用器具　椅子 オフィスチェア ¥12,100 平成13年9月14日

B-0064 庁用器具　椅子 オフィスチェア ¥12,100 平成13年9月14日

B-0065 庁用器具　椅子 オフィスチェア ¥12,100 平成13年9月14日

B-0066 庁用器具　椅子 オフィスチェア ¥12,100 平成13年9月14日

B-0067 庁用器具　保管庫 ファイリングキャビネット ¥22,275 平成10年11月2日

B-0070 庁用器具　テーブル ベッドサイドテーブル ¥15,100 昭和62年7月6日



B-0071 庁用器具　テーブル テーブル（応接セット） ¥29,900 平成13年9月21日

B-0072 庁用器具　保管庫 オフィスロッカー ¥21,500 平成13年9月14日

B-0073 庁用器具　保管庫 オフィスロッカー ¥21,500 平成13年9月14日

B-0074 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0075 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0076 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0077 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0078 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0079 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0080 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0081 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0082 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0083 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0084 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0085 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0086 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0087 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0088 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0089 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0090 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0091 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0092 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0093 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0094 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0095 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0096 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0097 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0098 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0099 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0100 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0101 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0102 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0103 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0104 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0105 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0106 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0107 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0108 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0109 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0110 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0111 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0112 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0113 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0114 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0115 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0116 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0117 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0118 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0119 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0120 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日



B-0121 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0122 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0123 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0124 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0125 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0126 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0127 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0128 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0129 庁用器具　椅子 木製椅子 ¥15,193 平成13年9月6日

B-0130 庁用器具　椅子 応接椅子 ¥24,000 平成13年9月21日

B-0131 庁用器具　椅子 応接椅子 ¥24,000 平成13年9月21日

B-0132 庁用器具　椅子 応接椅子 ¥24,000 平成13年9月21日

B-0133 庁用器具　椅子 応接椅子 ¥24,000 平成13年9月21日

B-0134 庁用器具　テーブル 応接テーブル ¥29,600 平成13年9月21日

B-0135 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0136 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0137 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0138 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0139 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0140 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0141 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0142 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0143 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0144 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0145 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0146 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0147 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0148 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0149 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0150 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0151 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0152 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0153 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0154 繊維皮革製品　寝具 ベッドパット ¥5,250 平成13年9月13日

B-0155 繊維皮革製品　寝具 ナ-セントパット ¥13,800 平成13年9月13日

B-0156 繊維皮革製品　寝具 ナ-セントパット ¥13,800 平成13年9月13日

B-0157 暖房調理機器 穴あきホテルパン ¥29,400 平成13年9月4日

B-0158 庁用器具　保管庫 保管庫 ¥23,800 平成13年9月4日

B-0159 庁用器具　机 机 ¥18,300 平成13年9月4日

B-0160 庁用器具　机 机 ¥16,200 平成13年9月4日

B-0161 庁用器具　椅子 丸椅子 ¥3,050 平成13年9月4日

B-0162 庁用器具　室内用品 ヘアードライヤー ¥3,948 平成13年9月4日

B-0163 庁用器具　室内用品 ヘアードライヤー ¥3,948 平成13年9月4日

B-0164 庁用器具　室内用品 ヘアードライヤー ¥3,948 平成13年9月4日

B-0165 庁用器具　室内用品 ヘアードライヤー ¥3,948 平成13年9月4日

B-0166 庁用器具　室内用品 ジャーポット ¥14,280 平成13年9月4日

B-0168 庁用器具　室内用品 スモーキングスタンド ¥26,800 平成13年9月10日

B-0169 庁用器具　保管庫 キャビネット ¥15,900 平成13年9月6日

B-0170 庁用器具　保管庫 キャビネット ¥15,900 平成13年9月6日

B-0171 庁用器具　保管庫 キャビネット ¥15,900 平成13年9月6日



B-0178 事務用品　一般 白板 ¥27,500 平成13年9月6日

B-0179 庁用器具　保管庫 書類整理庫 ¥20,500 平成13年9月6日

B-0180 庁用器具　保管庫 データファイル書庫 ¥19,700 平成13年9月6日

B-0184 医療機器　一般 手洗台 ¥11,340 平成13年9月6日

B-0185 事務用品　一般 IDカードボックス ¥22,365 平成13年9月6日

B-0186 庁用器具　保管庫 書類整理庫 ¥27,600 平成13年9月6日

B-0190 繊維皮革製品　寝具 寝具一式 ¥24,000 平成13年10月15日

B-0191 繊維皮革製品　寝具 寝具一式 ¥24,000 平成13年10月15日

B-0244 機械器具　電気機器 全自動洗濯機 ¥26,250 平成13年9月20日

B-0256 庁用器具　台・壇 ベッド滑車 ¥19,000 平成14年3月25日

B-0257 庁用器具　台・壇 衝立 ¥28,400 平成14年3月25日

B-0258 庁用器具　テーブル 多目的テーブル ¥18,500 平成14年3月25日

B-0267 医療機器　一般 デジタル血圧計 ¥13,500 平成14年3月15日

B-0270 医療機器　一般 踏台 ¥20,600 平成14年3月15日

B-0271 医療機器　一般 救急箱 ¥18,200 平成14年3月18日

B-0272 医療機器　一般 救急箱 ¥18,200 平成14年3月18日

B-0273 医療機器　一般 起き上がりハンドル ¥10,500 平成14年3月18日

B-0277 医療機器　一般 イルリガートル台 ¥23,500 平成14年3月20日

B-0278 医療機器　一般 カラーカート ¥17,500 平成14年3月20日

B-0282 事務用品　一般 ラベルライター ¥13,800 平成14年3月20日

B-0283 事務用品　一般 ラベルライター ¥13,800 平成14年3月20日

B-0284 事務用品　一般 ラベルライター ¥13,800 平成14年3月20日

B-0285 庁用器具　椅子 長椅子 ¥25,725 平成14年3月20日

B-0286 庁用器具　椅子 長椅子 ¥25,725 平成14年3月20日

B-0287 庁用器具　椅子 長椅子 ¥25,725 平成14年3月20日

B-0288 庁用器具　椅子 長椅子 ¥25,725 平成14年3月20日

B-0298 事務用品　一般 傘立て ¥30,000 平成2年2月24日

B-0320 庁用器具　椅子 シャワーベンチ ¥10,920 平成11年5月31日

B-0322 庁用器具　箱 回転印箱 ¥11,000 昭和63年3月28日

B-0397 計量器　時間計器 柱時計 ¥12,960 昭和60年10月22日

B-0398 計量器　時間計器 ストップウォッチ ¥15,000 昭和60年11月1日

B-0416 医療機器　一般 吸入器

B-0488 庁用器具　椅子 台車

B-0489 庁用器具　椅子 長椅子 ¥14,200 昭和62年8月25日

B-0490 庁用器具　椅子 長椅子 ¥14,200 昭和62年8月25日


